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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

中間会計期間
第10期

会計期間
自 2024年12月１日
至 2025年５月31日

自 2023年12月１日
至 2024年11月30日

営業収益 (千円) 697,395 598,639

経常利益 (千円) 109,991 50,062

中間(当期)純利益 (千円) 111,048 64,731

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ―

資本金 (千円) 61,000 61,000

発行済株式総数 (株) 206,077 206,077

純資産額 (千円) 214,723 103,674

総資産額 (千円) 410,793 289,595

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 53.89 31.71

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ―

自己資本比率 (％) 52.3 35.8

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 95,934 43,741

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △499 △165

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △43,342 △6,230

現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高

(千円) 204,705 152,612

(注)１．当社は中間連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、

記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

４．第10期中間会計期間については中間財務諸表を作成していないため、第10期中間会計期間に係る主要な経営

指標等の推移については記載しておりません。

５．定款に定める取得条項に基づき、当社の上場申請に向けて、2025年６月26日付で全てのA種優先株式を自己株

式として取得し、対価として当該優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、その後2025

年６月26日付で当該優先株式を消却しております。なお、当社は、2025年６月27日開催の臨時株主総会にお

いて、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

６．当社は、2025年６月27日開催の取締役会決議により、2025年７月15日付で普通株式１株につき10株の割合で

株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間（当

期）純利益を算定しております。

２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありま

せん。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（１）経営成績に関する説明

当中間会計期間(2024年12月１日～2025年５月31日)におけるわが国経済は、コロナ禍からの脱却が進み、個人消費

の回復やインバウンド需要の高まりによって経済活動に緩やかな持ち直しの動きがみられました。しかしながら、不

安定な国際情勢の中、円安の影響による原材料価格やエネルギー価格の高騰、物価の上昇など、依然として先行き不

透明な状況が継続しております。

このような状況の中、当社の属するリユース業界については、フリマアプリやインターネットオークションなどの

普及に伴い、消費者にとってリユース品を売買しやすい環境が広がっていることを背景に、市場規模はますます拡大

しております。2023 年において顕在化しているリユース市場規模は約3.1 兆円となり、2030 年には約４兆円規模に

拡大すると予測されております(「リユース市場データブック2024」リサイクル通信)。また、長期化するインフレ・

円安は日本のリユース市場を活性化させる大きな要因となり、特に高単価商品の成長が加速しています。

このような環境の中、当社はC2B の買取プラットフォームサービス「ウリドキ」の更なる事業投資を行い、「世界

を変えるC2B プラットフォームをつくる」という当社のミッションのもと「客観的な価値の情報提供」や「眠ってい

るリユース品(遊休資産)の掘り起こし」に日々取り組んできました。

以上の結果、当中間会計期間の営業収益は697,395千円、営業利益は70,440千円、経常利益は109,991千円、中間純

利益は111,048千円となりました。

なお、当社はプラットフォーム事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載は省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当中間会計期間末における資産合計は410,793千円となり、前事業年度末に比べ121,198千円増加いたしました。こ

れは主に、現金及び預金が営業収益増加に伴い52,092千円増加し、売掛金も同様に営業収益増加に伴い72,907千円増

加したことによるものであります。

（負債）

当中間会計期間末における負債合計は196,070千円となり、前事業年度末に比べ10,149千円増加いたしました。こ

れは主に、１年内返済予定の長期借入金の減少40,000千円があった一方で、未払金及び未払費用が34,588千円増加し

たことによるものであります。

（純資産）

当中間会計期間末における純資産合計は214,723千円となり、前事業年度末に比べ111,048千円増加いたしました。

これは、利益剰余金が111,048千円増加したことによるものであります。
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（３）キャッシュ・フローの概況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、204,705千円となりました。

当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、95,934千円の収入となりました。これは主に、売

上債権の増加額72,907千円があったものの、税引前中間純利益109,991千円を計上したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△499千円となりました。これは有形固定資産の取

得による支出499千円を計上したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、43,342千円の支出となりました。これは主に、長

期借入金の返済43,342千円によるものであります。

なお、当社は、当中間会計期間より中間財務諸表を作成していることから、前中間会計期間との比較分析を行って

おりません。

（４）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありませ

ん。

（５）経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観

的な指標等について重要な変更はありません。

（６）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

（７）研究開発活動

該当事項はありません。

（８）経営成績に重要な影響を与える要因

当中間会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更はありません。

（９）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当中間会計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性に係る情報について重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,034,843

計 1,034,843

（注）１．2025年６月27日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しており

ます。

２．2025年６月27日開催の臨時株主総会により、同日付で発行可能株式総数は210,843株減少し、普通株式

824,000株となっております。

３．2025年６月27日開催の取締役会決議により、2025年７月15日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分

割を行っております。これにより発行可能株式総数は7,416,000株増加し、8,240,000株となっておりま

す。

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間

末現在発行数(株)
(2025年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年９月２日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 171,234 2,060,770

非上場

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であり、
単元株式数は100株であります。

A種優先株式 34,843 ― (注)４、５

計 206,077 2,060,770 ― ―

(注)１．定款に定める取得条項に基づき、2025年６月26日付で全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価とし

て当該A種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、2025年６月11日開催の取締役会決議

により、2025年６月26日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。

２．2025年６月27日開催の取締役会決議により、2025年７月15日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割

を行っております。これにより発行済株式総数は1,854,693株増加し、2,060,770株となっております。

３．2025年６月27日開催の臨時株主総会決議により、同日付で１単元を100株とする単元株制度を採用しておりま

す。

４. A種優先株式の内容は次のとおりであります。なお、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありませ

ん。

(１)剰余金の配当

(a)当会社は、剰余金の配当をするときは、A種優先株式を有する株主（以下「A種優先株主」という。）又はA

種優先株式の登録株式質権者（A種優先株主と併せて以下「A種優先株主等」という。）に対し、普通株式

を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（普通株主と併せて以下「普

通株主等」という。）に先立ち、それぞれの事業年度ごとに、A種優先株式1株につき5,600円（但し、A種

優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、

適切に調節される。以下「A種払込金額」という。）に１％を乗じた額に相当する金額の配当金（以下「A

種優先配当金」という。）を支払う。

(b)ある事業年度においてA種優先株主等に対してした剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないとき

は、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

(c)当会社は、A種優先配当金が支払われた後に残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主等及び普通

株主等に対し、１株につき同額の剰余金の配当を行う。

(２)残余財産の分配

(a)当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種優先株式１株に

つき、A種払込金額（但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに

類する事由があった場合には、適切に調整される。）に1.0を乗じて算出した額（以下「A種優先残余財産
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分配額」という。）の金銭を支払う。なお、A種優先残余財産分配額に、各A種優先株主等が権利を有するA

種優先株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(b)前項によるA種優先株主等に対する支払がなされた後に、なお残余財産があるときは、A種優先株主等に対

し、普通株主等と同順位で、A種優先株式1株につき、普通株式1株あたりの残余財産分配額に、その時点に

おけるA種取得比率（次条(b)に定める）を乗じて得た額と同額の残余財産を分配する。

(３)取得請求権

(a)普通株式対価取得請求権

A種優先株主は、A種優先株主となった時点以降いつでも、当会社に対して、下記(b)に定める数の普通株式

（以下「請求対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得

することを請求すること（以下「普通株式対価取得請求」という。） ができるものとし、当会社は、当該

普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲内において、請求対

象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付するものとする。

(b)A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、

A種払込金額（但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事

由があった場合には、適切に調整される。）を下記(c)及び(d)で定める取得価額で除して得られる数（以下

「A種取得比率」という）を乗じた額とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換

えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合

においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

(c)当初取得価額

当初取得価額はA種払込金額と同額とする。

(d)取得価額の調整

① 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

(ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、

株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普

通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は

「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞ

れ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに

係る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

(ⅲ)調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する

場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。以下、本(d)において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的と

する新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合

を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。取得価額調整

式における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正

な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の

翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」とい

う。）の翌日以降これを適用する。なお、取得価額調整式で使用する「発行済普通株式数」は、調整後

取得価額を適用する日の前日における、（イ）当会社の発行済普通株式数（自己株式を除く。以下本

(ⅲ)において同じ。）と、（ロ）発行済潜在株式等（「潜在株式等」とは、新株予約権、新株予約権付

社債、その他株式への転換、株式との交換、株式の取得が可能となる証券又は権利（会社法その他の法

令の改正により本契約締結後に発行又は付与が可能となったものを含む。）を意味する。但し、当会社

が保有するものを除く。以下本(ⅲ)において同じ。）の全てにつき取得原因が当該日において発生した

とみなしたときに交付される普通株式数との合計数を意味するものとする（但し、当該調整の事由によ

り発行済普通株式数又は発行済潜在株式等の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。）。当

会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は

「処分する本会社が保有する普通株式の数」と読み替える。

発行済
普通株式数

＋

新たに発行する
普通株式の数

×
１株当たり
払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
調整前取得価額

発行済普通株式数＋新たに発行する普通株式の数
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(ⅳ)当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、調整前取得価額を下回る普通株

式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合

（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間

の最終日。以下、本(ⅳ)において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無

償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅳ)において同じ。）に、また株主割当日

がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付された

ものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算され

る額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合には

その効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅴ)行使することにより又は本会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額

と新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産

の適正な評価額とする。以下、本(ⅴ)において同じ。）の合計額が調整前取得価額を下回る価額をもっ

て普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含

む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予

約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅴ)において同じ。）に、また株主

割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通

株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株

当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価

額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権

の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当

日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、当会社の取締役、監査役又は従業員に対して

インセンティブ目的で当会社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合であって、かつ、当該

新株予約権及び発行済みの新株予約権の目的となる普通株式の合計数（新株予約権が行使され又は当会

社に取得されたことにより交付された普通株式の合計数を含む。）が当該発行の時点における発行済株

式総数の【10】％以内である場合には、本(ⅴ)による取得価額の調整は行わない。

② 上記①に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当会社は株主総会

（取締役会が設置された後は取締役会）の決議により、A種優先株主等に対して、あらかじめ書面によりそ

の旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整

を適切に行うものとする。

(ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収

分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のため

に取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に

当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(ⅲ)その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性

を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

③ 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。

④ 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。

(４)取得条項

当会社は、A種優先株式の発行以降、当会社の株式につきいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式

公開」という。）の申請を行うことが株主総会（取締役会が設置された後は取締役会）で可決され、かつ株式

公開に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、株主総会（取締役会が設置された後は取

締役会）の定める日をもって、発行済のA種優先株式の全部を取得し、引換えにA種優先株主に当会社の普通株

式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の内容、数その他の条件については、前条の定

めを準用する。但し、A種優先株主に交付される普通株式の数に１株に満たない端数が発生した場合の処理に

ついては、会社法第234条に従うものとする。

(５)議決権

(a)A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において、A種優先株式1株につき1個の議決権を有する。

(b)A種優先株主は、当会社のA種優先株主を構成員とする種類株主総会において、A種優先株式1株につき1個の

議決権を有する。

(６)合併、株式交換又は株式移転の場合の措置

(a)当会社は、当会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、又は当会社が完全子会社となる株式交換若

しくは共同株式移転を行うときは、普通株主等に先立ち、A種優先株主等に対し、A種優先株式１株につきA

種優先残余財産分配額に相当する額の存続会社、新設会社又は完全親会社の株式及び金銭その他の財産（以

下「割当株式等」という。）が割り当てられるようにする。

(b)A種優先株主等に対してA種優先残余財産分配額の全額に相当する額の割当株式等が割り当てられた後に、な
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お当会社の株主に割り当てられる割当株式等がある場合には、A種優先株主等は、A種優先株式１株当たり、

普通株式１株当たりの割当株式等の額に、その時点におけるA種取得比率を乗じて得た額と同額の割当株式

等の割当てを受ける。

(c)前項の場合、A種優先株主等と普通株主等に対する割当株式等の割当てはいずれも同順位とし、A種優先株主

等は前項に基づき算出された額の割当株式等の、普通株主等は普通株式１株当たりの割当株式等の、それぞ

れ割り当てを受ける。

(７)株式の分割、併合及び株主割当て等

(a)当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式ごとに同時に同一割合で行う。

(b)当会社は、当会社の株主に募集株式又は募集新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の割

当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的と

する新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株

予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

(c)当会社は、株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本項において同じ。）の無

償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予

約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当て

を、それぞれ同時に同一の割合で行う。

(d)当会社は、株式移転を行うとき（他の株式会社と共同して株式移転を行う場合を除く。）は、普通株主には

普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種の株式を、A種優先株主にはA種優先株

式に代えて株式移転設立完全親会社の発行するA種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付す

る。

(e)当会社は、単元株式数について定款の変更を行うときは、普通株式及びA種優先株式のそれぞれの単元株式

数について同時に同一の割合で行う。

(f)(a)から(e)までの規定は、現にA種優先株式を発行している場合に限り適用される。

(８)種類株主総会に関する定め

普通株式及びA種優先株式については、会社法第199条第4項及び第238条第4項による種類株主総会の決議を

要しない。

(９)支配権移転取引

(a)A種優先株主は、以下の事由のいずれかに該当する取引（以下「支配権移転取引」という。）を実行するこ

とを当会社が承認した場合、法令上可能な範囲で、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA

種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、当該取得の請求に

係るA種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき当該株式の本償還価額（(b)及び(c)にお

いて定める。）に相当する額の金銭を、当該優先株主に対して交付する。

①当会社が存続会社となる合併又は当会社が完全親会社となる株式交換（但し、かかる行為の直前における当

会社の株主が、かかる行為の直後において引き続き当会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場

合を除く。）

②当会社の全部若しくは実質的に全部の事業の譲渡（但し、かかる行為の直前における当会社の株主が、かか

る行為の直後において引き続き譲受会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。）

③当会社の事業の全部又は実質的に全部が承継される吸収分割又は新設分割（但し、かかる行為の直前におけ

る当会社の株主が、かかる行為の直後において引き続き承継会社又は新設会社の総株主の議決権の過半数を

有することになる場合を除く。）

④当会社の株主による当会社の発行済み株式の過半数の譲渡（但し、かかる譲渡の直前における当会社の株主

が、当該譲渡の直後において引き続き当会社の総株主の議決権の過半数を保有することになる場合を除

く。）

(b)本条において本償還価額とは、A種優先残余財産分配額とする。

(c)前項に関わらず、支配権移転取引において決定された当該支配移転取引の対価」の総額が、A種優先残余財

産分配額に発行済みのA種優先株式の総数を乗じた金額（以下「A種優先残余財産分配額総額」という。）を

乗じた額を上回る場合には、当該上回る額を、(a)の請求の時点における発行済み普通株式の数及び発行済

みA種優先株式の数にA種取得比率を乗じて得られる数の合計数で除して得られる金額（円未満切捨て）を算

出し、当該金額にA種取得比率を乗じて得られる金額を(b)に定める金額に加算した金額を本償還価額とす

る。

(d)請求の日における分配可能額を超えて本条の請求がなされた場合、分配可能額の範囲内の優先株式について

のみ取得の効力が生じるものとし、この場合において当会社がA種優先株主から取得すべきA種優先株式の数

は、請求に係る優先株式の数に応じた按分比例の方法により決定される。

(e)当該支配権移転取引の効力発生日の前日までに本条の請求がなされた場合、かかる請求は全て当該支配権移

転取引の効力発生日においてなされたものとみなされるものとする。

５.会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2024年12月１日～
2025年５月31日

－
普通株式
171,234

A種優先株式
34,843

－ 61,000 － 11,000

(注)１．定款に定める取得条項に基づき、2025年６月26日付で全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価とし

て当該A種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、2025年６月11日開催の取締役会決議

により、2025年６月26日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。

２．2025年６月27日開催の取締役会決議により、2025年７月15日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割

を行っております。これにより発行済株式総数は1,854,693株増加し、2,060,770株となっております。

(5) 【大株主の状況】

2025年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

木暮康雄 東京都港区 54,324 26.36

パズー株式会社 東京都港区港南四丁目６番１号 50,000 24.26

株式会社ニキティス 埼玉県川口市上青木一丁目23番36－607号 19,250 9.34

ディップ株式会社 東京都港区六本木三丁目２番１号 9,822 4.77

TSVF１投資事業有限責任組合 東京都港区六本木一丁目６番１号 8,929 4.33

株式会社ラサ
東京都新宿区高田馬場一丁目33番13号千年ビ
ル

6,061 2.94

アコード・ベンチャーズ１号ＣＦ
投資事業有限責任組合

東京都港区西麻布一丁目８番７号 5,406 2.62

木暮正彦 岩手県北上市 4,000 1.94

株式会社エルテスキャピタル 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 3,571 1.73

株式会社丸喜堂 東京都新宿区新宿六丁目２番４号 3,432 1.67

計 ― 164,795 79.97

(注) 当社は、2025年７月15日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数に

ついては、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式 171,234 171,234
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。

A種優先株式 34,843 34,843 (注)３.

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 206,077 ― ―

総株主の議決権 ― 206,077 ―

（注）１．定款に定める取得条項に基づき、2025年６月26日付で全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価

として当該A種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、2025年６月11日開催の取締

役会決議により、2025年６月26日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。

２．2025年６月27日開催の取締役会決議により、2025年７月15日付で普通株式１株につき10株の割合で株式

分割を行うとともに、2025年６月27日開催の臨時株主総会決議により、同日付で１単元を100株とする単

元株制度を採用しております。これに伴い、提出日現在において、完全議決権株式(その他)の株式数は

普通株式2,060,000株、議決権の数は20,600個、単元未満株式の株式数は770株、発行済株式総数の株式

数は2,060,770株、総株主の議決権の数は 20,600個となっております。

３. A種優先株式の内容については、「第３ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （１）株式の総数等 ②発

行済株式」の注記４.に記載しております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

いて作成しております。

当社の中間財務諸表は、第１種中間財務諸表であります。

２．監査証明について

当社は、株式会社名古屋証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の

２第１項の規定に準じて、当中間会計期間(2024年12月１日から2025年５月31日まで)に係る中間財務諸表について、

ESネクスト有限責任監査法人による期中レビューを受けております。

３．中間連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。

４．最初に提出する半期報告書の記載上の特例

当新規上場申請のための半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の５－６」の規定に準じて前年同期との

対比は行っておりません。
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１ 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2024年11月30日)

当中間会計期間
(2025年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 152,612 204,705

売掛金 77,870 150,778

貯蔵品 26,259 24,993

前払費用 8,425 5,317

その他 513 45

貸倒引当金 △184 △356

流動資産合計 265,496 385,482

固定資産

有形固定資産

建物附属設備(純額) 1,567 1,408

工具、器具及び備品(純額) 213 462

有形固定資産合計 1,781 1,870

投資その他の資産

長期前払費用 35 -

繰延税金資産 22,117 23,275

その他 165 165

投資その他の資産合計 22,317 23,440

固定資産合計 24,098 25,311

資産合計 289,595 410,793
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(単位：千円)

前事業年度
(2024年11月30日)

当中間会計期間
(2025年５月31日)

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金 46,684 6,684

未払金 65,741 101,495

未払費用 11,568 10,402

未払法人税等 180 90

契約負債 10,912 13,021

預り金 8,306 15,808

賞与引当金 5,270 6,979

その他 9,482 17,154

流動負債合計 158,145 171,636

固定負債

長期借入金 27,461 24,119

資産除去債務 314 314

固定負債合計 27,775 24,433

負債合計 185,920 196,070

純資産の部

株主資本

資本金 61,000 61,000

資本剰余金 11,000 11,000

利益剰余金 31,647 142,696

株主資本合計 103,647 214,696

新株予約権 27 27

純資産合計 103,674 214,723

負債純資産合計 289,595 410,793
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(2) 【中間損益計算書】

(単位：千円)
当中間会計期間

(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)

営業収益 697,395

営業費用 ※ 626,955

営業利益 70,440

営業外収益

受取利息 73

助成金収入 41,364

その他 1

営業外収益合計 41,439

営業外費用

支払利息 589

支払手数料 1,300

営業外費用合計 1,889

経常利益 109,991

税引前中間純利益 109,991

法人税等 △1,057

中間純利益 111,048



― 14 ―

(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
当中間会計期間

(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 109,991

減価償却費 291

貸倒引当金の増減額(△は減少) 172

賞与引当金の増減額(△は減少) 1,709

受取利息 △73

支払利息 589

支払手数料 1,300

助成金収入 △41,364

売上債権の増減額(△は増加) △72,907

貯蔵品の増減額(△は増加) 1,266

前払費用の増減額(△は増加) 3,108

長期前払費用の増減額(△は増加) 35

未払金の増減額(△は減少) 34,572

未払費用の増減額(△は減少) △1,123

未払消費税等の増減額(△は減少) 7,672

契約負債の増減額(△は減少) 2,109

預り金の増減額(△は減少) 7,502

その他 468

小計 55,318

利息の受取額 73

利息の支払額 △630

助成金の受取額 41,364

法人税等の支払額 △191

営業活動によるキャッシュ・フロー 95,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △499

投資活動によるキャッシュ・フロー △499

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △43,342

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,342

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 52,092

現金及び現金同等物の期首残高 152,612

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 204,705
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【注記事項】

(中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(中間損益計算書関係)

※ 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

当中間会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)

広告宣伝費 383,691 千円

賞与引当金繰入額 6,686 千円

貸倒引当金繰入額 172 千円

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであり

ます。

当中間会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)

現金及び預金 204,705 千円

現金及び現金同等物 204,705 千円

(株主資本等関係)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

当中間会計期間

（自 2024年12月１日

至 2025年５月31日）

CtoBマッチングサービス 336,944

メディアサービス 360,451

顧客との契約から生じる収益 697,395

(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当中間会計期間

(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)

１株当たり中間純利益 53円89銭

(算定上の基礎)

中間純利益(千円) 111,048

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る中間純利益(千円) 111,048

普通株式の期中平均株式数(株)
（うちＡ種優先株式（株））

2,060,770

(348,430)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年
度末から重要な変動があったものの概要

―

(注) １．当社は、2025年７月15日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。2025年11月期

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり中間純利益を算定しております。

２. 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

３．当社は、2025年６月11日開催の取締役会の普通決議により、2025年６月26日付でＡ種優先株式のすべてに

ついて、定款に定める取得条項に基づき取得し、その対価として普通株式を交付しております。また、当社

が取得したＡ種優先株式のすべてについて、会社法第178条に基づき同日付で消却しております。なお、当

社は、2025年６月27日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しておりま

す。
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(重要な後発事象)

（優先株式の取得及び消却）

当社は、2025年６月11日開催の取締役会において、Ａ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づ

き取得することを決議し、2025年６月26日付で自己株式として取得し、対価としてＡ種優先株式１株につき普通株

式１株を交付しております。また、同日付ですべてのＡ種優先株式について、会社法第178条の規定に基づき、消却

しております。なお、当社は、2025年６月27日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定め

を廃止しております。

(1) 取得及び消却した株式数

Ａ種優先株式 34,843株

(2) 交換により交付した普通株式数

34,843株

(3) 交換後の発行済普通株式数

206,077株

（発行可能株式総数の変更及び単元株制度の採用）

当社は、2025年６月27日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部を変更し、発行可能株式総数の

変更及び単元株制度の採用を行っております。

(1) 発行可能株式総数の変更

1,034,843株から210,843株減少し、当社の発行可能株式総数は824,000株となります。

(2) 単元株制度の採用

単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。

（株式分割）

当社は、2025年６月27日開催の取締役会決議に基づき、2025年７月15日付で株式分割を行っております。

当該株式分割の内容は次のとおりであります。

(1) 株式分割の目的

株式を分割し、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家がより投資しやすい環境を

整え、当社株式の流動性を向上させることで、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2025年７月14日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、

１株につき10株の割合をもって分割しております。

② 分割により増加した株式数

株式分割前の発行済株式総数 206,077 株

今回の分割により増加する株式数 1,854,693 株

株式分割後の発行済株式総数 2,060,770 株

株式分割後の発行可能株式総数 8,240,000 株

③ 株式分割の日程

基準日公告日 2025年６月27日

基準日 2025年７月14日

効力発生日 2025年７月15日

④ １株当たり情報に及ぼす影響

１株当たり情報に及ぼす影響は、（１株当たり情報）に反映させております。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。








